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別紙様式第２－５号 
平成１９年度 産地づくり計画書 

 
 

幡豆地域水田農業推進協議会 
１ 共通事項 

（１） 本協議会の範囲 
・本協議会の範囲は、幡豆町とする。 

（２） 助成対象となり得る水田等の確認方法 
・水田台帳及び過去の生産調整実績等 

（畦畔、はざ場等が含まれない田本地面積であるかどうか。） 
７月１日において、かい廃等が行われていないかどうか。 

（３） 生産調整実施者の確認方法 
・農業共済組合から提供された情報及び本協議会による現地調査により確認 

（４） 集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付している者の確認方法 
・東海農政局消費・安全部地域第三課及び西三河農業協同組合管内の各地域水田農業推

進協議会長から提供された情報 
（５） 同一年度内に、同一ほ場において複数の使途に取り組んだ場合及びひとつの取組で複数

の使途の定められたそれぞれの要件の全て満たす場合における取扱い 
・ひとつの取組で複数の使途の種類の要件を満たす場合、重複して交付を受けることが

できるものとする。 
・同一ほ場で対象作物が２回以上作付けされる場合又は混作が行われる場合は、１番単

価の高いものにつき１回限り交付するものとする。 
・対象作物が、同一年度内に複数回栽培された場合は、そのうち一回を本助成の対象と

する。 
（６） その他の共通事項 

助成対象者 
・生産調整実施者であり、かつ、集荷円滑化に係る拠出を行なっている者。 
 ただし、作付確定面積の通知を受けていない、または、集荷円滑化に係る拠出を行う

必要がないと認められる者については、生産調整実施者であり、かつ、集荷円滑化対

策に係る拠出を行なっている者とみなす。また、集荷円滑化対策の生産拠出金を納付

していない農業者等であっても、水稲の作付け（運用要領第６の２に定める生産確定

数量の外数として扱う米穀に係る水稲の作付けを除く。）を行っていないことが確認さ

れた場合、又は集荷円滑化要領第１の２の（２）の規定により水稲作付面積の控除を

行った結果、生産者拠出金が０円となる場合には、助成対象となり得る。 
助成対象要件 
・国が定める助成水田における作付けであること。 
・申請者が耕作している水田が本協議会の区域外にある場合は、西尾市、一色町、吉良

町にあっては本協議会が確認を行うものとするが、その他の場合は当該水田が所在し

ているところの協議会に確認を依頼するものとする。ただし、その協議会から依頼を

拒否された場合は、当該水田は助成対象から除外するものとする。
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２ 産地づくり事業、稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業及び産地づくり特別加算事業 
（１） 総括表 

  （単位：円） 

活 用 額 

産地づくり特別加算事業 

 

都道府県協議会

からの配分額 
産地づくり事業 

稲 作 構 造 改 革

促進事業分 
担 い 手 集 積 加

算事業分 

担い手集積

加算事業 
担い手集積

加算事業 

産地づくり交付金 2,400,000 2,400,000     

基 本 部 分 0  0  0 0 
稲作構造改革促

進交付金 
担 い 手 集 積

加算 0   0  0 

計 2,400,000 2,400,000 0 0 0 0 

 
 

（２） 使途ごとの活用計画 
（単位：ｈａ、円、円／１０ａ） 

活  用  額  

産地づくり特別

加算事業  
使途  
の  

分類  
(記号  
番号 ) 

助成金の使途の名称  
助成  
対象  
面積  産地づくり

事業  
基本部

分から

の活用

額  

担 い 手 集 積 

加 算 か ら の 

活用額  

稲作構

造改革

促進事

業  

担い手

集積加

算事業  

計  助成単価  支払時期  備考  

311 生産調整作物作付けに対する助成  
（土地収益権者）  17.10 1,542,000 0 0   1,542,000 

麦・大豆（担い手管理） 26,000 
麦・大豆（個人管理）  10,000 
いちご・いちじく     7,000 

3 月   

C11 生産調整作物作付けに対する助成  
（担い手）  1.80 324,000 0 0   324,000 麦・大豆        18,000 3 月   

7D3 協議会運営費  －  534,000 0 0   534,000 －  随時   

 米価下落等の補てん  
（基本部分）        0 －  －   

 当年度

分        －  －  －   

 

米価下落等の補てん  
（担い手集積加算）  

（前年

度分 )       －  －  －   

計  18.90 2,400,000 0 0 0 0 2,400,000 －  －   
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（３） 産地づくり事業、稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業及び産地づくり特別加

算事業の内容等 
（ア） 産地づくり事業及び産地づくり特別加算事業の各使途ごとの内容等 

助成金の使途の名称 生産調整作物作付けに対する助成（水田の土地使用収益権者への助成） 

使途の分類 
（記号番号） 311 

具体的内容 

ＪＡ西三河管内の市町に国が定める助成水田を所有する幡豆
町内の農業者（以下「土地使用収益権者」という。）及びＪＡ西
三河管内の各地域水田農業ビジョンに定める担い手が麦、大豆、
いちご（種苗を含む。）、いちじくを作付けした場合、土地使用収
益権者に対して交付金を助成する。 

効果 

① 担い手への農地利用集積が進み、水稲と転作作物の作付け
を計画的に行うことが可能となり、米の生産調整の推進に資
する。 

② 各作物についても、まとまったほ場で計画的に生産するこ
とを要件とすることにより、地域水田農業ビジョンに掲げた
各作物作付けの目標達成に資する。 

③ 効率的な土地利用が図られ、耕作放棄地の発生を未然に防
ぐことができ、水田の持つ多面的機能が維持され、地域内の
良好な水田環境の保全に資する。 

助成要件 

 
○交付対象者 

・共通事項の（６）に記載されている助成対象者 
  

・下記の対象作物を作付している、助成対象水田の土地使用
収益権者 

 
○対象作物 

 
・麦、大豆、いちご（種苗を含む。）、いちじく（平成１６年

度以降に植え付けられたもの） 
 
○その他の要件 

 
・共通事項の（６）に記載されている助成要件 
 
・収穫を目的とした通常の栽培及び肥培管理が行われている

こと。  
  
・収穫後、同一年度中に水稲を作付けした場合は交付金を交

付しない。 
 
・交付金に小数点以下の端数が発生した場合は、小数点以下

を切り捨てた金額を交付する。 
 
○出入作水田 

 
・本協議会の区域外農業者が土地使用収益権を有する地域内

の水田（以下「入作水田」という。）は助成対象としない。
また、本協議会の区域内農業者が土地使用収益権を有する
地区外の水田（以下「出作水田」という。）は助成対象とす
る。   
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確認方法 

○作付面積の確認 
 
・実測、土地登記簿等の公的資料との照合等 

 
○水田農業構造改革交付金等営農計画書に基づき現地見回りを

行い、作付作物、通常の収穫、通常の肥培管理が行われている
ことの確認を行う。 

 
・現地見回り。（確認日：麦５月、大豆１０月、水稲の作付け

が行われていないこと７月、いちご（種苗を含む。）、いち
じくの作付けが行われていることを現地見回りにより確認
する。（いちご種苗は７月、いちご及びいちじくは１０月） 

  また、いちじくについては、平成１６年度以降に植え付
けられたことを過去の生産調整実績より確認する。 

 
○その他 

 
・全作業受委託の場合、受委託契約書の写しで確認するもの

とする。 
 
・作物の作付者（作業者）が担い手であるか地域水田農業ビ

ジョンにより確認。 
 
・出作水田の場合は共通事項（６）のとおりとする。 

助成水準 
（助成額の算定方法） 

○助成単価 
 
①担い手管理 
 
・麦、大豆  …年１作、年２作共     26,000円/10a 

 
②個人管理 
 
・麦、大豆                10,000円/10a 
 
・いちご（種苗を含む。）いちじく      7,000円/10a 

単価調整の方法 

 
助成に係る費用の合計が愛知県水田農業構造改革事業推進協

議会から交付される当該年度の交付予定額を上回ることが判明
した場合は、下記により単価の調整を行う。 

○調整後の単価＝調整前の単価×調整割合 
※調整割合＝（当該年度の交付予定額－協議会運営費）／調整前助成費用の合計金額  
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助成金の使途の名称 生産調整作物作付けに対する助成（担い手への助成） 

使途の分類 
（記号番号） C11 

具体的内容 

ＪＡ西三河管内の各地域水田農業ビジョンに定められた担い
手が、ＪＡ西三河管内の市町に国が定める助成水田を所有する幡
豆町内の農業者（以下「土地使用収益権者」という。）から全作
業受託により麦、大豆の作付けをした場合、担い手に対して交付
金を助成する。 

効果 

① 担い手への農地利用集積が進み、水稲と転作作物の作付け
を計画的に行うことが可能となり、米の生産調整の推進に資
する。 

② 各作物についても、まとまったほ場で計画的に生産するこ
とを要件とすることにより、地域水田農業ビジョンに掲げた
各作物作付けの目標達成に資する。 

③ 効率的な土地利用が図られ、耕作放棄地の発生を未然に防
ぐことができ、水田の持つ多面的機能が維持され、地域内の
良好な水田環境の保全に資する。 

助成要件 

○交付対象者 
①国が定める助成水田を所有する幡豆町内の農業者で、本協議会

から生産調整実施者の確認を受けたものであり、かつ、集荷円
滑化対策に係る拠出を行っている者。 

②各地域水田農業ビジョンに定められた担い手。また、土地使用
収益権者が①に示す交付要件を満たさない水田についても、担
い手がその要件を満たせば当該水田分を助成対象とする。ただ
し、この場合、交付金の支払いは、担い手のみに行うものとす
る。 

③共通事項の（６）に記載されている助成対象者  
○対象作物 

・麦、大豆 
○その他の要件 

・収穫後、同一年度中に水稲を作付けした場合は交付金を交付
しない。 

・交付金は、農業協同組合に出荷される作物に対して支払う。 
・担い手交付金は、各地域水田農業ビジョンに定められた以下

の作業を実施した場合に交付する。収穫後は、速やかに「作
業日誌」、「資材購入伝票」を地域協議会まで提出するものと
する。 
１ 排水対策（麦、大豆）…明渠（営農排水） 
２ 土壌改良剤の投入（麦、大豆）…地域の実状に応じた資

材、投入量を別途指示する。 
３ 赤カビ病防除（麦）…出穂期～出穂１０日後までに１回

以上散布する。 
（被害増大が予想される場合は、協議会の指示により回数

を増やす場合がある。） 
４ 紫斑病防除（大豆）…種子消毒 
５ 全作業受委託により生産されていること。 
６ 担い手が自作地を耕作した場合は、土地使用収益権者分

と担い手分の交付金の合計額が支払われる。 
・地区内農業者が土地使用収益権を有する地域外の水田（以下

「出作水田」という。）が、出作水田の属する協議会の定める
担い手により麦・大豆を作付けした場合、その担い手に対し、
幡豆地域水田農業ビジョンで定める作業者（担い手）交付単
価を支払うものとする。 

・交付金に小数点以下の端数が発生した場合は、小数点以下を
切り捨てた金額を交付する。 
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確認方法 

 
○作付面積の確認 

 
・実測、土地登記簿等の公的資料との照合等 

 
○水田農業構造改革交付金等営農計画書に基づき現地見回りを

行い、作付作物、通常の収穫、通常の肥培管理が行われている
ことの確認を行う。 

 
・現地見回り。（確認日：麦５月、大豆１０月、水稲の作付け

が行われていないこと７月） 
 
○その他 

 
・全作業受委託の場合、受委託契約書の写しで確認するもの

とする。 
 
・作物の作付者（作業者）を地域水田農業ビジョン、作業日

誌資材購入伝票で確認（麦６月、大豆１１月） 
 
・出作水田の場合は共通事項（６）のとおりとする。 

助成水準 
（助成額の算定方法） 

○助成単価 
 
・麦、大豆   年２作         18,000円/10a 
 
・麦、大豆   年１作         13,000円/10a 

単価調整の方法 

 
助成に係る費用の合計が愛知県水田農業構造改革事業推進協

議会から交付される当該年度の交付予定額を上回ることが判明
した場合は、下記により単価の調整を行う。 

○調整後の単価＝調整前の単価×調整割合 
※調整割合＝（当該年度の交付予定額－協議会運営費）／調整前助成費用の合計金額  
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助成金の使途の名称 協議会運営費 

使途の分類 
（記号番号） 7D3 

支出の項目 

○謝金 
○旅費 
○事務等経費（消耗品費（燃料費（自動車燃料に限る。）を含む。

）、通信運搬費、雑役務費、会議費、借料及び損料、印刷製本
費。） 

効果 
幡豆地域水田農業推進協議会運営の執行が図られることで、水

田農業構造改革の推進等に資する。また、食育に取り組むことに
より、食に対する正しい知識の周知を図ると共に、水稲や振興作
物等に対する消費の促進を促す。 

支出の対象 

○協議会運営費に係る助成内容 
・謝金：協議会出席者に対する謝金 

水田農業構造改革交付金等営農計画書の作成、提出
に係る地区代表者説明会の出席者に対する謝金 
水田農業構造改革交付金等営農計画書の配布、回収
に対する謝礼 

・旅費：協議会の活動に係る旅費 
・事務等経費 

１ 消耗品費：協議会の運営に係る消耗品費 
（燃料費（自動車燃料に限る。）を含む。） 

２ 通信運搬費：協議会の運営に係る郵送代、電話料金 
３ 雑役務費：協議会運営に係る経費の支払いに要する振

込手数料 
４ 会議費：協議会開催に係る会議費 
５ 借料及び損料：協議会運営に係るコピー機使用料 
６ 印刷製本費：食育に関するリーフレットの作成料 

確認方法 

支払いに要した経費については、領収書及び振込依頼書により
確認する。 

・謝金：開催会議の議事録、振込依頼書：出席者名簿 
・旅費：復命書：旅行命令簿（依頼簿） 
・事務等経費 

１ 消耗品費：見積書：納品書：請求書：領収書及び振込
依頼書 

２ 通信運搬費：請求書：領収書及び振込依頼書 
３ 雑役務費：請求書：領収書及び振込依頼書 
４ 会議費：開催会議の議事録、請求書：領収書及び振込

依頼書 
５ 借料及び損料：見積書：請求書：領収書及び振込依頼

書 
６ 印刷製本費：見積書：納品書：請求書：領収書及び成

果品 
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積算根拠 
（助成額の算定方法） 

○積算根拠 
・謝金：224,000円 

１ 協議会出席者に対する謝金 
4,000円×6人×1回＝24,000円 

２ 水田農業構造改革交付金等営農計画書の作成、提出に
係る地区代表者説明会の出席者に対する謝金 

4,000円×25人×1回＝100,000円 
３ 水田農業構造改革交付金等営農計画書の配布、回収に

対する謝礼 
4,000円×25人×1回＝100,000円 

※ 幡豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の各種委員に準拠 

積算根拠 
（助成額の算定方法） 

・旅費：12,000円 
１ 愛知県庁 

2,580円×4回＝10,320円 
２ 愛知県西三河農林水産事務所 

200円×5回＝1,000円 
・事務等経費： 

１ 消耗品費：189,000円 
コピー用紙…50,000円、ファイル等…50,000円、プ
リンタトナー…30,000円、燃料費…130円×100l＝
13,000円、その他消耗品…46,000円 

２ 通信運搬費：18,000円 
1,000円×12ヶ月＝12,000（電話料金） 
500円×12ヶ月＝6,000円（郵便料金） 

３ 雑役務費：10,000円（振込手数料） 
４ 借料及び損料：81,000円 

3,000円×12ヶ月＝36,000円（コピー機使用料） 
15円×1,500枚×2（両面）＝45,000円（カラーコ
ピー料） 

 

単価調整の方法 ○当初計画より実績が増加した場合 
・協議会構成団体の助成金により不足分を補う。 
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（イ） 稲作構造改革促進事業 

助成金の使途の名称 
 

助成要件  

確認方法  

助成水準  

基準収入及び 
当年産収入の算出方法  

補てん単価の算出方法 
（補てん額の算出方法）  

単価調整の方法  

 
 

（ウ） 担い手集積加算事業 

助成金の使途の名称 
 

助成要件  

確認方法  

助成水準  

基準収入及び 
当年産収入の算出方法  

補てん単価の算出方法 
（補てん額の算出方法）  

単価調整の方法  
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３ 新需給調整システム定着交付金助成事業 
（１） 総括表 

使途の区分及び 
使途の名称 作目等区分 員 数 単 価 金 額 

（円） 備 考 

 
１ 大幅な超過達成に

関する使途 
 
２ 地域振興作物の振

興に関する使途 
 
３ その他意欲的な生

産調整に関する使途 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 合  計     

 
 
 

（２） 使途ごとの内容 

使途の名称  

作物等区分  

具体的内容  

効果  

助成の要件  

確認方法  

助成水準 
（助成額の算定方法）  

単価調整の方法  
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４ 需要量に関する情報 
（１） 市町村から第三者機関的組織への需要量に関する情報の提供 

都道府県から市町村への需要量に関
する情報 

市町村が情報提供した第三者機関的組織別の需要量に
関する情報の計 

  
生産数量目標の補正 

３９１ ３９１  

合   計 ３９１  

 
 

（２） 第三者機関的組織から認定方針作成者への需要量に関する情報の提供 

都道府県から市町村への需要量に関
する情報 

市町村が情報提供した第三者機関的組織別の需要量に
関する情報の計 

  
生産数量目標の補正 

３９１ ３９１  

 


